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1

2 廃棄物の削減、リサイクル活動を推進します。

3 環境に関連する法規制を遵守します。

4 建築物が使用される段階における省エネルギーに配慮した

設計に努めます。

5 水資源の使用量削減に努めます。

6 環境ボランティア活動を通して、地域貢献に努めます。

7 3R活動の推進（Reduse・Reuse・Recycle）

8 環境経営の継続的改善を展開します。

9 本方針を、全従業員及び協力会社社員に周知、徹底します。

　山﨑建設 株式会社

　　　代表取締役　会長

　　　　 　　持続可能な建設活動に努めます。

行動指針

建設工事に伴う環境負荷の低減、また二酸化炭素の排出量削減に努め
ます。

改訂　　令和元年１１月１日

環　境　方　針

基本理念

当社は、建設工事において、地球環境の保全が最重要課題

の一つと理解し、地球環境問題と事業の発展を調和させて

山﨑 繁美
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１．事務所名 　山﨑建設 株式会社

　 代表者氏名 　代表取締役　山﨑 繁美

2. 所在地及び連絡先 事務所

　〒839-1321 福岡県うきは市吉井町845-1

　TEL：0943-75-5062　　  FAX：0943-75-5026

　E-mail：info＠yama-saki.com

加工場

　〒839-1321 福岡県うきは市吉井町817-6

久留米営業所

　〒839-0862 福岡県久留米市野中町1297-1

　TEL：0942-36-5362   FAX：0942-36-5368

3. 環境管理責任者 　代表取締役社長：工藤 雄二

　TEL：0943-75-5062

　FAX：0943-75-5026

　E-mail：kudoh@yama-saki.com

　　　　担当者連絡先 　部長：古川　努　　E-mail：furukawa@yama-saki.com

4. 事業の内容 ・特定建設業：建築工事業

　　福岡県知事 許可（特-2）第36004号

　　建築工事業、左官工事業、石工事業、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業、鉄筋

　　工事業、ｶﾞﾗｽ工事業、防水工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根

　　工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、塗装工事業、内装工事業

・一級建築士事務所

　　福岡県知事 登録 第1-50019号

・宅地建物取引業

　　福岡県知事（4）13520号

5. 事業概要   創　業　　昭和10年4月

　設　立　　昭和47年4月

  資本金  　50,000千円(令和6年3月現在）

  完工高　　642,258千円（令和6度実績、工事件数298件）

　事業年度　期首11月 - 期末10月

　社員数　　10名（令和6年4月現在）　　　床面積　1032.9㎡

　久留米営業所は令和2年度より拡大。							

　

6. 所属団体 （一社）福岡県建設業協会

（公社）福岡県建築士会

（公社）福岡県宅地建物取引業協会

 福岡県建設連合同友会

 建築業労働災害防止協会

 うきは市商工会

 うきは市建防災部会

 うきは市建設業協同組合

1. 組織の概要
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（対象組織） 総従業員　　　　8名10名

　

※全組織・全活動が認証・登録範囲です。

　　対象組織：本社、加工場、久留米営業所

　　対象活動：建築工事業

事業所
・消費電力の管理
・水消費量の管理
・化石燃料の管理
・廃棄物管理
・外部からの苦情受付

各建設現場
・ガソリンの使用量の管理
・経由使用量の管理
・産業廃棄物の管理
・リサイクル推進活動

久留米営業所

・月に１回開催し、
環境目標の達成状況及
び環境活動計画の実行
状況を審議する

・EA21文章および
記録の作成と維
持、管理

総務課

建設現場

加工場

代表取締役会長・環境方針の策定
・環境目標の決定
・全体の評価と見直し
・環境文章の制改定責任者

山﨑　繁美

EA21　事務局

志岐　和美
EA21委員会

環境管理責任者

工藤　雄二

・環境経営システムの構築
・運用責任者
・環境活動計画の作成
・教育訓練計画の策定

本社

総務課

・消費電力の管理
・水消費量の管理
・化石燃料の管理
・産業廃棄物の管理
・外部からの苦情受付
・環境関連法規の確認
・緊急事態の想定対応

２．EA21実施体制
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令和3年度 令和4年度 令和5年度

基準
目標
(-1%)

目標
(-2%)

中期目標
(-3%)

実績 判定

1 ㎏-CO2 24,065 23,824 23,584 23,343 19,707 〇 19,313

本社(事) ｋＷｈ 7,413 7,339 7,265 7,191 7,567 × 7,416

久留米(事) ｋＷｈ 6,270 6,207 6,145 6,082 5,951 〇 5,832

小計 ｋＷｈ 13,683 13,546 13,409 13,273 13,518 × 13,248

本社(事) Ｌ 4,905 4,856 4,807 4,758 4,419.2 〇 4,331

久留米(事) Ｌ 3,054 3,023 2,993 2,962 1,325.3 〇 1,299

小計 Ｌ 7,959 7,880 7,800 7,720 5,744.5 〇 5,630

4 Ｌ 1,799 1,781 1,763 1,745 1,215 〇 1,191

本社(事) ㎏ 153.5 152.0 150.4 148.9 204.3 × 200

久留米(事) ㎏ 35.0 34.7 34.3 34.0 23.0 〇 23

小計 ㎏ 188.5 186.6 184.7 182.8 227.3 × 223

本社(事) ｍ3 56.1 55.5 55.0 54.4 61.6 × 60

久留米(事) ｍ3 30.2 29.9 29.6 29.3 23.5 〇 23

小計 ｍ3 86.3 85.4 84.6 83.7 85.1 × 83

7 回／月 15回以上 15回以上 15回以上 15回以上 15回 ○ 15回以上

8 回／年
現場毎に提案

（１回）
現場毎に提案
（１回）

現場毎に提案 現場毎に提案
現場毎に提案

（１回）
〇 現場毎に提案

3. 環境目標と当年度実績とその判定、および、次年度の環境目標

見直し後
次年度の目標
令和6年度実績

比(-1%)

2

3

当年度：令和6年度

当年度初めの策定

＜事業所＞　　　　　　　環　境　目　標　（当年度の期間：令和6年4月～令和7年3月）

備考： 電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力の2022年度の調整後二酸化炭素排出係数0.462を用いた。

環境目標 単位

二酸化炭素排出量の削減

電気使用量
の削減

ガソリン使用
量

の削減

灯油使用量の削減
(本社事務所、現場)

廃棄物排出量
の削減

総排水量
（給水量）
の削減

地域貢献活動の推進

省ｴﾈﾙｷﾞｰ配慮設計の推進

6

5
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令和3年度 令和4年度 令和5年度

基準
目標
(-1%)

目標
(-2%)

中期目標
(-3%)

実績 判定

1 二酸化炭素排出量の削減 ㎏-CO2 13,790 13,652 13,514 13,376 5,891 〇 5,773

2 kWh 22,582 22,356 22,130 21,905 4,425 〇 4,337

3 ℓ 559 553 548 542 361.2 〇 354

4 ℓ 1,595 1,579 1,563 1,547 1,139 〇 1,116

5 m3 648 642 635 629 211 〇 207

6 m3 18.6 18.4 18 18 33.8 × 33

7 回／月 15回以上 15回以上 15回以上 15回以上 15回 ○ 15回以上

8
品目数／

年
2品目 2品目 2品目 2品目 2品目 ○ 2品目

備考： 電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力の2022年度の調整後二酸化炭素排出係数0.462を用いた。

環境目標 単位

電気使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

＜建設現場・加工場＞　　　環　境　目　標　（当年度の期間：令和5年4月～令和6年3月）

見直し後
次年度の目標
令和6年度実績

比(-1%)

産業廃棄物排出量の削減

総排水量（給水量）の削減

当年度初めの策定

当年度：令和6年度

地域貢献活動の推進

循環資源利用の推進
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令和6年度（-1％） 令和7年度 令和8年度 令和9年度

基準
目標
(-1%)

目標
(-2%)

中期目標
(-3%)

1 ㎏-CO2 19,313 19,120 18,927 18,734

本社(事) ｋＷｈ 7,416 7,342 7,268 7,194

久留米(事) ｋＷｈ 5,832 5,774 5,715 5,657

小計 ｋＷｈ 13,248 13,116 12,983 12,851

本社(事) Ｌ 4,331 4,288 4,244 4,201

久留米(事) Ｌ 1,299 1,286 1,273 1,260

小計 Ｌ 5,630 5,574 5,517 5,461

4 Ｌ 1,191 1,179 1,167 1,155

本社(事) ㎏ 200 198.0 196.0 194.0

久留米(事) ㎏ 23 22.8 22.5 22.3

小計 ㎏ 223 220.8 218.5 216.3

本社(事) ｍ3 60 59.4 58.8 58.2

久留米(事) ｍ3 23 22.8 22.5 22.3

小計 ｍ3 83 82.2 81.3 80.5

7 回／月 15回以上 15回以上 15回以上 15回以上

8 回／年
現場毎に提案

（１回）
現場毎に提案

（１回）
現場毎に提案

（１回）
現場毎に提案

（１回）

3-2. 環境目標と次年度以降のの中期目標

＜事業所＞　　　　　　　環　境　目　標　（中期：令和7年～令和9年）

環境目標 単位

当年度初めの策定

省ｴﾈﾙｷﾞｰ配慮設計の推進

二酸化炭素排出量の削減

2
電気使用量

の削減

3
ガソリン使用

量
の削減

灯油使用量の削減
(本社事務所、現場)

5
廃棄物排出量

の削減

6
総排水量

（給水量）
の削減

地域貢献活動の推進

備考： 電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力の2022年度の調整後二酸化炭素排出係数0.462を用いた。
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令和6年度（-1％） 令和7年度 令和8年度 令和9年度

基準
目標
(-1%)

目標
(-2%)

中期目標
(-3%)

1 二酸化炭素排出量の削減 ㎏-CO2 5,773 5,715 5,658 5,600

2 kWh 4,337 4,294 4,250 4,207

3 ℓ 354 350 347 343

4 ℓ 1,116 1,105 1,094 1,083

5 m3 204 202 200 198

6 m3 33 32.7 32 32

7 回／月 15回以上 15回以上 15回以上 15回以上

8
品目数／

年
2品目 2品目 2品目 2品目

＜建設現場・加工場＞　　　環　境　目　標　（当年度の期間：令和5年4月～令和6年3月）

環境目標 単位

当年度初めの策定

循環資源利用の推進

備考： 電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力の2022年度の調整後二酸化炭素排出係数0.462を用いた。

電気使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

産業廃棄物排出量の削減

総排水量（給水量）の削減

地域貢献活動の推進
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4. 主要な環境活動の取組結果とその評価および次年度の環境活動計画（取組）

〇

〇

次年度も現場内でのアイドリングス
トップの徹底。資材運搬の合理化。

分別はよくできていた。次年度も継
続して行う。

節水活動は次年度も継続して行う。
工事で水を使うことが多かった

清掃活動は次年度も継続して行う。

循環資源の推進は次年度も継続して
行う。

〇

〇① 節水を行う。

4．地域貢献活動の推進（達成）

① 事務所周辺の清掃を行う。

5．循環資源利用の推進（達成）

①建設資材の循環資源の利用促進。

〇

〇

〇

〇

2.産業廃棄物排出量削減のための取組（達成67％減）

　（1）産業廃棄物のリサイクル促進

① 分別管理を行い、リサイクル率を向上させる。

判定 評価と次年度の取組

　（2）産業廃棄物量の抑制

① 過剰な梱包での現場持込を禁止する。

3.総排水量削減のための取組（未達 87%増）

1.二酸化炭素排出量削減のための取組目標と取組方法

　（1）ガソリン、軽油使用量の削減（達成 46%減）

① アイドリングストップを実行する。

② 現場までの車両通行経路を決め、無駄な走行をや
める（適切な運行計画を立てる）。

　（2）電気使用量の削減（達成 76%減）

①使用しない電源を切る。節電活動推進。

〇

裏紙使用は継続して行う。次年度も
弁当がら等は持ち帰りを徹底する。
不要なｶﾀﾛｸﾞ等の処分が増えた。

次年度も節水活動は継続して行う。

次年度も清掃活動は継続して行う。

次年度も省エネ設計の推進は継続し
て行う。

次年度もグリーン購入は継続して行
う。

①事務所内での文房具・事務用品等の再生品購入。

△

△

△

〇

① 節水を行う。

4．地域貢献活動の推進

① 事務所周辺の清掃を行う。（達成）

5．省エネルギー配慮設計の推進（達成）

①断熱ガラス・太陽光発電等の推進を各現場の提案を行う。

6．グリーン購入の推進

3.総排水量削減のための取組（未達 2%増）

〇

　（1）単純焼却発生量の削減（未達 24%増）

① 事務所内書類に関しては、裏紙を使用する。

② 分別によるリサイクル推進。

② 現場までの車両通行経路を決め、無駄な走行をや
める（適切な運行計画を立てる）。

① アイドリングストップを実行する。

　（2）ガソリン、軽油使用量の削減（達成 26%減）

③ 使用していない機械（パソコン等）の電源OFFを徹底する。

次年度はタイヤの空気圧やオイル等
の点検も行うよう注意する。

2.廃棄物排出量削減のための取組

〇

〇

1.二酸化炭素排出量削減のための取組 判定 評価と次年度の環境活動計画(取組)

① エアコンの設定温度を暖房20℃、冷房28℃と決め、実行する。

② 各部屋不在時、昼休み時の消灯実施。

昼休み消灯や機械の電源オフが実行
できていなかったので、次年度は注
意して徹底する。

④ 省エネルギーに配慮した設計に努める。

△

〇

△

　（1）電気使用量の削減（未達 2%増）

〇

（事業所：本社、久留米営業所）

（現場、加工場）
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当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

###

5. 環境関連法規の違反・訴訟等の有無

法律 要求事項 適 ・否

一般廃棄物委託基準の遵守 適

産業廃棄物処理の義務 適

処理基準の遵守 適

保管基準の遵守 適

許可業者への委託 適

委託基準の遵守 適

管理票（マニフェスト票）の交付 適

管理票（マニフェスト票）の写しの保存期間 適

管理票（マニフェスト票）に関する知事への定期報告 適

管理票（マニフェスト票）の写しの送付を受けるまでの期間 適

投棄禁止 適

焼却禁止 適

建設業等を営む者の責務 適

分解解体等実施義務 適

届出に係る事項の説明義務 適

請負契約に係る書面の記載事項 適

再資源化実施義務 適

発注者への報告等 適

下請負人に対する元請業者の指導 適

特定施設の設置の届出

規制基準の遵守

特定建設作業の事前届出

規制基準の遵守

特定施設の設置の届出

規制基準の遵守

特定建設作業の事前届出

規制基準の遵守

使用の制限 適

適応除外 適

特定特殊自動車を業として使用する者が守るべき指針 適

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

振動規制法

騒音規制法

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
（オフロード法）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
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今年度の二酸化炭素の排出は目標を達成することが出来ました。

次年度以降も変える必要がある取組は見直しをし、継続するか随時判断しようと思います。

週休2日等 働き方改革に取り組む事により、平日勤務時間の無駄を無くし、

効率的な時間配分を各々考えることが環境改善に繋がっている。

現場で発生する産業廃棄物においても、分別処理が基本となり リサイクルの意識が高まっています。

そのような意識が結果、現場や身の周りの整理整頓・片付け清掃とつながり、環境においても

良い成果が出ていると考えます。

山﨑建設株式会社

　代表取締役会長

山﨑　繁美

　 　 　 　 　 　 　 　

　

		 			 			
	

6.  代表者による評価と見直し
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